
平成28年度（第1回）

鹿児島県道路メンテナンス会議
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平成27年度の点検結果
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九州全体の点検実施状況（全体） 【参考】

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。平成２７年度末の点検実施率は、橋梁約２８％、トンネル約２３％、道路附属物等
約４３％

○橋梁については、全体の約３割を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異なり、地方公共団体の
点検実施率が低い状況

＜５年間の点検計画と平成26・27年度の実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 105,236 30,905 29,788 28%

トンネル 1,721 423 402 23%

道路附属物等 3,052 1,323 1,314 43%

管理者 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

国土交通省 4,565 1,787 1,794 39%

高速道路会社 2,297 1,095 1,095 48%

地方公共団体 98,374 28,023 26,899 27%

合計 105,236 30,905 29,788 28%

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

資料 
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九州全体の点検実施状況（橋梁） 【参考】

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率（平成２７年度まで）は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約４
３％、跨線橋約４０％、緊急輸送道路を構成する橋梁約３８％である

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認しており、平成３０年度までにすべての点検が完了する見込み

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26・27年度の実施状況＞

管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 105,236 30,905 29,788 28%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

1,653 739 713 43%

跨線橋 1,048 430 416 40%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

16,833 6,823 6,445 38%

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

資料 
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＜平成27年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 4,565 1,019 717 264 38 0

高速道路会社 2,297 593 86 454 53 0

都道府県 20,260 4,261 1,954 1,913 394 0

政令市 6,847 973 741 186 46 0

道路公社 663 151 28 96 27 0

市区町村 70,604 15,610 6,296 7,857 1,427 30

合計 105,236 22,607 9,822 10,770 1,985 30

○ 九州全体の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は30橋（0.1%）、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は1,985橋（8.8%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕
コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は10,770橋（47.6%）

九州全体の平成２７年度点検結果【参考】

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

資料 
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九州全体の平成２７年度点検結果【参考】

○ 九州全体のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は1本（ 0.6% ）、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は65本（36.5%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な
修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は101本（56.7%）

＜平成27年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 160 46 1 27 18 0

高速道路会社 194 37 3 28 6 0

都道府県 789 78 7 34 37 0

政令市 50 9 0 9 0 0

道路公社 43 2 0 0 2 0

市区町村 485 6 0 3 2 1

合計 1,721 178 11 101 65 1

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

資料 
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九州全体の平成２７年度点検結果【参考】

○ 九州全体の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0箇所、判定区
分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は58箇所（8.1%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕
コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は327箇所（45.9%）

＜平成27年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 874 124 72 43 9 0

高速道路会社 785 315 164 139 12 0

都道府県 651 103 16 66 21 0

政令市 238 74 23 38 13 0

道路公社 302 66 43 23 0 0

市区町村 202 30 9 18 3 0

合計 3052 712 327 327 58 0

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

資料 
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鹿児島県の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。平成２７年度末の点検実施率は、橋梁約２２％、トンネル約１１％、道路附属物等
約３２％

○橋梁については、全体の約２割を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異なり、地方公共団体の
点検実施率が低い状況

＜５年間の点検計画と平成26・27年度の実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 10,753 3,453 2,406 22%

トンネル 176 28 20 11%

道路附属物等 327 123 104 32%

管理者 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

国土交通省 552 218 217 39%

高速道路会社 203 88 88 43%

地方公共団体 9,998 3,147 2,101 21%

合計 10,753 3,453 2,406 22%

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

資料 
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鹿児島県の点検実施状況（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率（平成２７年度まで）は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約４
２％、跨線橋約３５％、緊急輸送道路を構成する橋梁約２７％である

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認しており、平成３０年度までにすべての点検が完了する見込み

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26・27年度の実施状況＞

管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 10,753 3,453 2,406 22%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

138 71 58 42%

跨線橋 130 56 45 35%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,710 832 459 27%

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

資料 
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＜平成27年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 552 121 69 50 2 0

高速道路会社 203 38 6 25 7 0

都道府県 2,421 241 40 164 37 0

政令市 - - - - - -

道路公社 27 0 0 0 0 0

市区町村 7,550 1,387 545 656 182 4

合計 10,753 1,787 660 895 228 4

鹿児島県の平成２７年度点検結果

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

○ 鹿児島県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は4橋（0.2%）、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は228橋（12.8%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コ
スト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は895橋（50.1%）

資料 
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鹿児島県の平成２７年度点検結果

＜平成27年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 15 5 0 3 2 0

高速道路会社 11 0 0 0 0 0

都道府県 92 4 0 2 2 0

政令市 - - - - - -

道路公社 6 0 0 0 0 0

市区町村 52 2 0 0 2 0

合計 176 11 0 5 6 0

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

○ 鹿児島県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0本、判定区分Ⅲ
（早期に措置を講ずべき状態）は6本（54.5%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト
低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は5本（45.5%）

資料 
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鹿児島県の平成２７年度点検結果

＜平成27年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 108 9 5 4 0 0

高速道路会社 56 34 22 9 3 0

都道府県 118 4 0 4 0 0

政令市 - - - - - -

道路公社 8 6 0 6 0 0

市区町村 37 3 0 2 1 0

合計 327 56 27 25 4 0

※ H28.6月末時点（管理施設数はH27.12.31時点）

○ 鹿児島県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0箇所、判定区
分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は4箇所（7.1%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕
コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は25箇所（44.6%）

資料 
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鹿児島県の平成２７年度（橋梁）点検結果［管理者別］ 資料 
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鹿児島県の平成２７年度（トンネル）点検結果［管理者別］ 資料 
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鹿児島県の平成２７年度（道路附属物）点検結果［管理者別］ 資料 
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平成２７年度点検・判定区分Ⅳの構造物リスト（鹿児島県）

○ 判定区分Ⅳの施設は、いずれも緊急措置（通行止め）を実施

※判定区分

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○道路附属物等

○トンネル

該当施設なし

該当施設なし

資料 
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平成28年度の点検計画

鹿児島県道路メンテナンス会議
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道路施設 管理施設数
H26・H27計画

点検数
（A）

H28計画
点検数
（B）

H26・H27点検
実施数
（C）

H28点検
予定数

（A＋B－C）

橋梁 105,236 30,905 25,606 29,788 26,723

トンネル 1,721 423 362 402 383

道路附属物等 3,052 1,323 681 1,314 690

＜各構造物の平成28年度の点検予定＞

九州全体の平成２８年度点検計画

※H26・H27計画点検数（A）、H28計画点検数（B）は、H27.12に策定した数値であり、今後の計
画点検数は見直しすることがある

資料 
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道路施設 管理施設数
H26・H27計画

点検数
（A）

H28計画
点検数
（B）

H26・H27点検
実施数
（C）

H28点検
予定数

（A＋B－C）

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

1,653 739 369 713 395

跨線橋 1,048 430 238 416 252

緊急輸送道路を
構成する橋梁

16,833 6,823 4,386 6,445 4,764

＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検予定＞

※H26・H27計画点検数（A）、H28計画点検数（B）は、H27.12に策定した数値であり、今後の計
画点検数は見直しすることがある

九州全体の平成２８年度点検計画（最優先で点検すべき橋梁） 資料 
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道路施設 管理施設数
H26・H27計画

点検数
（A）

H28計画
点検数
（B）

H26・H27点検
実施数
（C）

H28点検
予定数

（A＋B－C）

橋梁 10,753 3,453 2,271 2,406 3,318

トンネル 176 28 29 20 37

道路附属物等 327 123 127 104 146

＜各構造物の平成28年度の点検予定＞

鹿児島県の平成２８年度点検計画

※H26・H27計画点検数（A）、H28計画点検数（B）は、H27.12に策定した数値であり、今後の計
画点検数は見直しすることがある

資料 
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道路施設 管理施設数
H26・H27計画

点検数
（A）

H28計画
点検数
（B）

H26・H27点検
実施数
（C）

H28点検
予定数

（A＋B－C）

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

138 71 30 58 43

跨線橋 130 56 28 45 39

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,710 832 444 459 817

＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検予定＞

鹿児島県の平成２８年度点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

※H26・H27計画点検数（A）、H28計画点検数（B）は、H27.12に策定した数値であり、今後の計
画点検数は見直しすることがある

資料 
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地域一括発注の状況
（過年度の実績・H28年度の予定）

鹿児島県道路メンテナンス会議
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地域一括発注の進捗状況（鹿児島県）

○市町村の人不足・技術力不足を補うために、市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県等が受委託
することで、地域一括発注を実施

＜地域一括発注による過年度の実績・平成28年度の予定＞

資料 

【イメージ図】

・市町村のニーズを踏まえ、
地域単位での点検・診断業務の⼀括発注等の実施

【手続きの流れ】

・点検数量を予算等に合わせ調整の上、点検業者へ発注

【過年度の実績，10市町 327橋】
平成26年度・・・ 3市町 18橋（1工区）
平成27年度・・・10市町 309橋（6工区）

【平成28年度の予定，14市町 約500橋】
発注済・・・・・南九州市76橋，錦江町50橋 （2工区）
発注予定・・・12市町374橋を9月までに順次発注予定
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跨道橋の耐震補強等の推進について

鹿児島県道路メンテナンス会議
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資料 
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資料 
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資料 
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【余白】 資料 
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橋梁点検・トンネル点検研修

鹿児島県道路メンテナンス会議
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H27年度研修報告

橋梁現場研修会

時 期：平成27年11月30日
対象橋梁：国道２２０号小浜側道橋
研修内容：橋梁補修工事の現場で近接目視点検及び

打音、触診点検を行い橋梁の健全性を評価
する橋梁診断までを実施。

参加者：３１名

トンネル現場研修会

時 期：平成27年12月 3日,4日,7日,8日
対象橋梁： 国道１０号鳥越トンネル・国道３号佐山トンネル

国道２２６号岩本トンネル
研修内容：トンネル点検の点検要領や点検ポイント等を事前

に確認し実際にトンネル点検を体験。
参加者：１８名

近接目視及び打音・触診点検

近接目視及び打音・触診点検

資料 
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H27年度研修報告

平成27年度 メンテナンス研修
開催日時：平成27年12月21日～ 12月22日
参加者：鹿児島県内の自治体職員２７名

技術系職員：２５名、事務系職員：２名
経験年数：１～15年 年齢20～45歳

研修内容：メンテナンスに関する話題に始まり、道路橋定期点検概論や
橋梁の点検から診断までの流れを確認のうえ、実際の橋梁
での点検・診断までを行い、班別の発表を行った。

資料 

30



H28年度研修予定 資料 

◆道路構造物管理実務者研修

対象：自治体職員及び直轄職員

橋梁初級Ⅰ（Ⅰ期）H28.8.1～8.5 5日間 （自職員：30名 直職員：10名）
橋梁初級Ⅰ（Ⅱ期）H28.9.26～9.30 5日間 （自職員：30名 直職員：10名）
橋梁初級Ⅱ H28.8.24～8.26 3日間 （自職員：10名 直職員：20名）
トンネル初級 H28.10.11～10.14 4日間 （自職員：15名 直職員：10名）

場所：九州地方整備局 九州技術事務所（福岡県久留米市）

（参考）鹿児島県内からの受講実績
平成26年度 点検エキスパート（橋梁初級）Ⅰ 直轄職員２名、自治体職員２名

点検エキスパート（トンネル初級）直轄職員２名

平成27年度 道路構造物管理実務者（橋梁初級Ⅰ）Ⅰ 直轄職員2名、自治体職員1名
道路構造物管理実務者（橋梁初級Ⅰ）Ⅱ 自治体職員3名
道路構造物管理実務者（橋梁初級Ⅱ） 自治体職員1名
道路構造物管理実務者（トンネル初級） 直轄職員2名、自治体職員1名
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】道路メンテナンス研修実施に関するアンケート結果 資料 
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広 報 関 係

鹿児島県道路メンテナンス会議
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平成27年度 広報関係 資料 

（H28予定）
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